
 

 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面（変更） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年6月20日 

 

 

富士電機株式会社 
  



2025年6月20日 

 

川崎市川崎区田辺新田1番1号 

富士電機株式会社 

代表取締役会長CEO 北澤 通宏 

 

 

吸収合併に係る事前開示事項（変更） 

 

 

当社は、2025年6月3日付で締結した本吸収合併に係る合併契約に基づき、2025年10月1日を効力発生日と

して、当社を吸収合併存続会社とし、株式会社高柳富士（以下「高柳富士」といいます。）を吸収合併消滅会社と

する吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）を行うことといたしました。 

本吸収合併に関しまして、当社は、会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条の規定に基づき、

2025年6月10日に「吸収合併に係る事前開示書面」（以下「本事前開示書面」といいます。）の備置を開始してお

りますが、高柳富士の2025年6月20日開催の株主総会において、同社の2025年3月期に係る計算書類が承認され

たことに伴い、高柳富士の新たな最終事業年度が存することとなりましたので、会社法施行規則第191条第7号に基づ

き、以下の通り変更後の事項を開示いたします。なお、項目番号は、本事前開示書面の項目番号と対応しておりま

す。 

 

記 

 

（変更前） 

４．吸収合併消滅会社に関する事項 

（1）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

高柳富士の最終事業年度（2023年4月1日～2024年3月31日）に係る計算書類等は、別紙2の通りで

す。 

 

（変更後） 

４．吸収合併消滅会社に関する事項 

（1）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

高柳富士の最終事業年度（2024年4月1日～2025年3月31日）に係る計算書類等は、別紙2の通りで

す。 

 

以  上 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

（別紙 2） 

 

 

㈱高柳富士の最終事業年度（2024年 4月 1日

～2025年 3月 31日）に係る計算書類等 
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